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1948番

1947番
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2
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1942番6

1942番5

荒川区西尾久 二丁目
1942番1

起点1

0度0分0秒
1922番2

荒川区西尾久 二丁目
1926番2

(ト)

1954番2

(ヘ)

(ホ)

(チ)

(ヌ)

(イ)

(ニ)

(リ)

起点2

0度0分0秒

北

1956番1

1970番2

西尾久 二丁目 東尾久 五丁目

(ハ)

1934番
2

1937番

1945番1

(ロ)

1939番
1

1953番
1

(ワ)

(カ)

(ヨ)1958番
1

(ル)

1938番
1

(タ)

1958番
3

1958番
2

(ツ)

(ヲ)

1963番
2

1962番
2

(ソ) (レ)

荒川区
西尾久
二丁目
1964番

3

1964番
1

1964番
2

起点3

0度0分0秒

北

別図

記号 地　番

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

(ホ)

(ヘ)

(ト)

(チ)

(リ)

西尾久 二丁目

(ヌ)

1946番2

1954番3

1955番3

1970番3

1980番2

1973番(ル)

1974番2

1942番3

西尾久 二丁目

1945番4

1936番2

1945番3

【起点1

格子の回転角度（0度0分0秒）】

格子の回転角度は、起点を通り、

東西方向及び南北方向に引いた

線並びにこれらと平行して１０ｍ

間隔で引いた線により構成されて

いる格子を、起点を中心として、

右回りに回転させた角度を示す。

【起点2】

起点は、荒川区西尾久二丁目

1942番1の座標値
（ X=-27852.654, Y=-6125.891 ）

とする。

調査対象地

単位区画

【凡例】

【起点2

格子の回転角度（0度0分0秒）】

格子の回転角度は、起点を通り、

東西方向及び南北方向に引いた

線並びにこれらと平行して１０ｍ

間隔で引いた線により構成されて

いる格子を、起点を中心として、

右回りに回転させた角度を示す。

事業場敷地

形質変更時要届出区域

（令和4年東京都告示第1557号

   により指定した区域）

形質変更時要届出区域

（令和5年東京都告示第899号

   により指定した区域）

【起点1】

起点は、荒川区西尾久二丁目

1926番2の最北端とする。

1954番7

1955番5

1955番6

1957番2

1969番2

1963番3

1962番3

1940番1

(ヲ)

(ワ)

(カ)

(ヨ)

(タ)

(レ)

(ソ)

(ツ)

西尾久 二丁目

【起点3】

起点は、荒川区西尾久二丁目

1964番3の最北端とする。

【起点3

格子の回転角度（0度0分0秒）】

格子の回転角度は、起点を通り、

東西方向及び南北方向に引いた

線並びにこれらと平行して１０ｍ

間隔で引いた線により構成されて

いる格子を、起点を中心として、

右回りに回転させた角度を示す。

筆界線

町界線

形質変更時要届出区域

（令和6年東京都告示第795号

   により指定した区域）
東尾久 五丁目

東尾久 五丁目

 指定を解除する区域

座標 Y

a -27853.633

座標 X 記号 座標 Y座標 X 座標 Y座標 X記号 記号

b

c

d

e

f

g

i

j

k

-27867.845

-27877.250

-27878.411

-6134.906

-6134.855

-6149.680

-6165.609

-27977.195

-27994.648

-27996.163

-6145.486

-6040.633

-6045.205

-27999.847

-27925.316

-27866.259

-6061.453

-6078.197

-6078.847

h -27995.672 -6045.256 l -27864.383 -6125.706

形質変更時要届出区域

（指定する区域）

北

※座標値は、測量法（昭和24年法律第188号）の規定により、世界測地系座標計算によって作成した。
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◉
東
京
都
告
示
第
三
十
五
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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溝
を
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備
す
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き
道
路
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の
よ
う
に
指
定
す
る
。
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二
日

東
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都
知
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百
合
子

一

路
線
名

都
道
神
湊
八
重
根
港
線

二

指
定
す
る
区
間

八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷
三
千
百
八
番
地
先
か

ら
同
所
八
千
三
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十
八
番
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
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別
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示
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り
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1
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(ホ)

(ヘ)

(ト)

(チ)

(リ)

西尾久 二丁目

(ヌ)

1946番2

1954番3

1955番3

1970番3

1980番2

1973番(ル)

1974番2

1942番3

西尾久 二丁目

1945番4

1936番2

1945番3

【起点1

格子の回転角度（0度0分0秒）】

格子の回転角度は、起点を通り、

東西方向及び南北方向に引いた

線並びにこれらと平行して１０ｍ

間隔で引いた線により構成されて

いる格子を、起点を中心として、

右回りに回転させた角度を示す。

【起点2】

起点は、荒川区西尾久二丁目

1942番1の座標値
（ X=-27852.654, Y=-6125.891 ）

とする。

調査対象地

単位区画

【凡例】

【起点2

格子の回転角度（0度0分0秒）】

格子の回転角度は、起点を通り、

東西方向及び南北方向に引いた

線並びにこれらと平行して１０ｍ

間隔で引いた線により構成されて

いる格子を、起点を中心として、

右回りに回転させた角度を示す。

事業場敷地

形質変更時要届出区域

（令和4年東京都告示第1557号

   により指定した区域）

形質変更時要届出区域

（令和5年東京都告示第899号

   により指定した区域）

【起点1】

起点は、荒川区西尾久二丁目

1926番2の最北端とする。

1954番7

1955番5

1955番6

1957番2

1969番2

1963番3

1962番3

1940番1

(ヲ)

(ワ)

(カ)

(ヨ)

(タ)

(レ)

(ソ)

(ツ)

西尾久 二丁目

【起点3】

起点は、荒川区西尾久二丁目

1964番3の最北端とする。

【起点3

格子の回転角度（0度0分0秒）】

格子の回転角度は、起点を通り、

東西方向及び南北方向に引いた

線並びにこれらと平行して１０ｍ

間隔で引いた線により構成されて

いる格子を、起点を中心として、

右回りに回転させた角度を示す。

筆界線

町界線

形質変更時要届出区域

（令和6年東京都告示第795号

   により指定した区域）
東尾久 五丁目

東尾久 五丁目

 指定を解除する区域

座標 Y

a -27853.633

座標 X 記号 座標 Y座標 X 座標 Y座標 X記号 記号

b

c

d

e

f

g

i

j

k

-27867.845

-27877.250

-27878.411

-6134.906

-6134.855

-6149.680

-6165.609

-27977.195

-27994.648

-27996.163

-6145.486

-6040.633

-6045.205

-27999.847

-27925.316

-27866.259

-6061.453

-6078.197

-6078.847

h -27995.672 -6045.256 l -27864.383 -6125.706

形質変更時要届出区域

（指定する区域）

北

※座標値は、測量法（昭和24年法律第188号）の規定により、世界測地系座標計算によって作成した。
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A

A'

A

A'

B

B'

八丈富士

三原山

八丈島
八丈町

大賀郷

末吉

中之郷

船付鼻

大越ヶ鼻

神湊港

底土港

八重根港

乙千代ヶ浜

大坂トンネル

登龍峠

八丈島空港

永郷

樫立

三根

都道八丈循環線

都道神湊八重根港線

都道汐間洞

輪沢港線

 

指定箇所

至 神湊港

1
5
.
2
9

1
3
.
0
0

1
3
.
0
0

2
6
.
42

1
4
.
6
8

1
2
.
95

八丈町
大賀郷

八丈町
大賀郷

都道神湊八重根港線

都道神湊八重根港線
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規
　
　
　
程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号

東
京
都
水
道
局
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長　

西　

山　

智　

之

東
京
都
水
道
局
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
自
家
用
電
気
工
作
物
保
安
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
特
殊
電
源
設
備
の
部
直
流
電
源
設
備
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

電
力
貯
蔵
シ
ス
テ
ム

１
年

-----
１
年

～
５
年

　
　
　
　

　
　

附　

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


